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人権条例素案検討 参考資料  他自治体の条例             資料 1-3  

 

東京都狛江市 東京都国立市 奈良県香芝市 

人権を尊重しみんなが生きやすい狛江を

つくる基本条例 

（前文） 

基本的人権は，全ての人が生まれながらに

して持っている人間らしく生きる権利であ

り，この権利が守られるべきことは日本国憲

法で定められています。人権が守られるため

には，自分の人権が守られること，相手の人

権を守ること，この両方が大切です。 

狛江市は，お互いの顔が見える小さなまち

です。このまちにも，自分の人権が侵害され

たと感じていたり，生きづらさを抱えたりし

ている人がいます。私たちは，どんな理由が

あっても，誰かを傷つけたり，いじめたり，

仲間はずれにしたりすることは，決して許し

ません。 

市民一人ひとりが個人として大切にされ，

誰もがより生きやすい，安心して暮らせる平

和なまち，お互いに支えあい助けあうやさし

いまちをみんなでつくっていくために，この

条例を制定します。 

国立市人権を尊重し多様性を認め合う平

和なまちづくり基本条例 

（前文） 

国立市は、「人間を大切にする」をまちづ

くりの基本理念として掲げ、平成１２年６月

に「国立市平和都市宣言」を行い、全ての施

策の根幹に人権と平和の尊重を掲げるととも

に、全ての人を社会的孤立や排除から守り、

社会の一員として包み支え合うこと（以下

「ソーシャル・インクルージョン」とい

う。）を基本としたまちづくりを推進してき

た。 

国においては、日本国憲法に掲げる基本的

人権の尊重と恒久平和の理念の下、人権や平

和に関する法制度の整備等の様々な取組が行

われてきた。近年では、障害を理由とする差

別の解消の推進に関する法律、本邦外出身者

に対する不当な差別的言動の解消に向けた取

組の推進に関する法律及び部落差別の解消の

推進に関する法律が制定され、地方自治体に

おいても、地域の実情に応じた差別解消を推

進するための更なる取組が求められている。 

香芝市人権尊重のまちづくり条例 

 

（前文） 

すべての人間は、生まれながらにして自由

であり、かつ、尊厳と権利とについて平等で

ある。世界人権宣言にうたわれているこの理

念は、人類普遍の原理です。日本国憲法にお

いても、基本的人権の享有が保障され、法の

下の平等が定められています。しかし、人権

課題は依然として存在し、また、インターネ

ットによる人権侵害など、社会情勢の変化等

により、人権課題は多様化しています。国に

おいては、人権に関する法制度の整備が進め

られ、地方公共団体においても、地域の実情

に応じた人権課題の解決に向けて更なる取組

が求められています。 

本市においては、「人権擁護の市」宣言の

趣旨にのっとり、人権に関する施策の推進に

取り組んできましたが、多様化している人権

課題に対し、市、市民及び事業者が協力し、

より一層、人権尊重の理念の普及を推進して

いく必要があります。 
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人に対する思いやりや，みんな違ってみん

な大切だという心を育み，子どもから大人ま

でみんながあたたかい気持ちで過ごすことが

できるよう，人権に対する思いを育んでいき

ましょう。 

 

人権とは、全ての人が生まれながらにして

持つ固有の権利であり、誰もが自分らしく生

きる権利を保障されている。人は誰もが一人

一人異なる存在であることから、ソーシャ

ル・インクルージョンの理念の下、互いの多

様性を認め合うことにより、個人の人権を尊

重していかなければならない。そのような日

常における相互理解と協力の中に、日々の平

和な暮らしが生まれる。 

国立市が本条例において掲げる平和とは、

単に戦争や紛争がないだけでなく、貧困、飢

餓、抑圧、搾取等の社会構造的な困難がな

く、かつ、人々の間に不当な差別や暴力を始

めとする人権侵害を容認しない意識と、他者

への共感、相互の協力、対話といった行動が

存在している状態を意味する。このような平

和は、多様性を有する個々の人権を尊重する

ことによってこそ、実現することができる。 

しかし、今もなお、人種、皮膚の色、民

族、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、

しょうがい、疾病、職業、年齢、被差別部落

出身その他経歴等を理由とした不当な差別や

暴力等の人権侵害が存在し、日常の暮らしの

脅威となっている。また、一人一人の多様性

に対する無理解と無関心に起因して、争いや

ここに私たちは、お互いの多様性を認め合

い、支え合う共生社会を実現し、全ての人の

人権が尊重されるまちづくりを進めていくこ

とを決意し、この条例を制定します。 

 

 



3 

 

衝突が生じている。そして、この人権侵害や

争い等については、誰もが、無意識的に又は

間接的に当事者となる可能性を持つ。 

そこで、国立市、そして国立市に暮らす私

たちは、「人権侵害を許さない」という強い

意志とソーシャル・インクルージョンの理念

の下、一人一人が当事者として、自ら考え主

体的に行動し、互いの多様性を認め合い人権

を尊重することによって平和なまちを実現す

ること（以下「人権・平和のまちづくり」と

いう。）を目指して、たゆまぬ努力を続ける

ことを決意し、この条例を制定する。 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は，市，市民及び団体の責

務を明らかにするとともに，人権の尊重に

関する施策の基本となる事項を定めること

により，人権を尊重しみんなが生きやすい

まちの実現を図ることを目的とする。 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は、ソーシャル・インクル

ージョンの理念の下、人権・平和のまちづ

くりに関する基本的な原則を定め、市長の

使命並びに市、市民及び事業者等の責務を

明らかにし、人権及び平和に係る施策の基

本的事項を定めることにより、人権を尊重

し多様性を認め合う平和なまちを実現する

ことを目的とする。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、人権尊重のまちづくり

に関し、基本理念を定め、市の責務並びに

市民及び事業者の役割を明らかにするとと

もに、人権に関する施策の推進について必

要な基本的事項を定めることにより、人権

尊重の意識の高揚を図り、もって全ての人

の人権が尊重されるまちづくりに寄与する

ことを目的とする。 
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（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げ

る用語の意義は，それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（１） 市民 市内に居住する者並びに市外

に居住する者のうち，市内の事務所又は事

業所に勤務する者，市内の学校に在学する

者及び市内に滞在する者をいう。 

（２） 団体 市内で営利活動又は非営利活

動を行う団体をいう。 

（３） 関係機関等 東京都，法務局，警察

署，他自治体，営利活動又は非営利活動を

行う団体等をいう。 

（人権を侵害する行為の禁止） 

第３条 何人も，家庭，職場，学校，地域，

インターネット上その他あらゆる場所及び

場面において，年齢，障がい，疾病，性

別，性的指向，性自認，職業，出身，人

種，国籍，言語，宗教，財産その他社会情

勢の変化等に伴い新たに顕在化した人権課

題等，理由の有無にかかわらず，差別，い

じめ，虐待，セクシュアル・ハラスメン

ト，パワー・ハラスメント，ドメスティッ

ク・バイオレンス，プライバシーの侵害そ

（基本原則） 

第２条 全ての人は、人種、皮膚の色、民

族、国籍、信条、性別、性的指向、性自

認、しょうがい、疾病、職業、年齢、被差

別部落出身その他経歴等にかかわらず、一

人一人がかけがえのない存在であると認め

られ、個人として尊重されなければならな

い。 

（不当な差別及び暴力の禁止） 

第３条 何人も、人種、皮膚の色、民族、国

籍、信条、性別、性的指向、性自認、しょ

うがい、疾病、職業、年齢、被差別部落出

身その他経歴等を理由とした差別（以下

「不当な差別」という。）を行ってはなら

ない。 

２ 何人も、いかなる暴力（身体に対する不

法な攻撃及びこれに準ずる心身に有害な影

響を及ぼす言動をいう。）も行ってはなら

ない。 

（市長の使命） 

第４条 市長は、第２条に規定する基本原則

（以下単に「基本原則」という。）に基づ

き、市の施策を決定する際には、ソーシャ

ル・インクルージョンの理念の下、人権・

（基本理念） 

第２条 人権尊重のまちづくりは、全ての人

が基本的人権を生まれながらにして持って

おり、かけがえのない個人として尊重され

るものであるという認識を基本として行わ

なければならない。 

（市の責務） 

第３条 市は、前条に定める基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、市民

及び事業者の人権尊重の意識の高揚に努め

るとともに、必要な人権に関する施策を積

極的に推進するものとする。 

（市民の役割） 

第４条 市民は、基本理念にのっとり、互い

の人権を尊重し、自らが人権尊重のまちづ

くりの担い手であるということを認識し

て、学校、家庭、職場、地域その他のあら

ゆる生活の場において、人権尊重の意識の

高揚に努めるとともに、市が実施する人権

に関する施策に協力するよう努めるものと

する。 

（事業者の役割） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、事

業活動に関わる者の人権尊重の意識の高揚

に努めるとともに、市が実施する人権に関
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の他の人権を侵害する行為をしてはならな

い。 

（市民の権利） 

第４条 市民一人ひとりは，個人として尊重

され，自分らしく生きる権利を有する。 

（市の責務等） 

第５条 市は，市民一人ひとりを個人として

尊重するとともに，市政の全てにおいてこ

の条例の趣旨を踏まえ，施策を総合的に推

進しなければならない。 

２ 市長は，主体的かつ率先して指揮をとる

とともに，教育委員会その他の市の機関と

の連携を図ることにより，前項に規定する

市の責務を果たすものとする。 

（市民の責務） 

第６条 市民は，お互いに尊重し，お互いの

権利を守らなければならない。 

２ 市民は，市の実施する人権に関する施策

に協力するよう努めるものとする。 

（団体の責務） 

第７条 団体は，その活動において，市民一

人ひとり及び所属する個人の権利を守らな

ければならない。 

２ 団体は，市の実施する人権に関する施策

に協力するよう努めるものとする。 

平和のまちづくりを推進するものであるこ

とを基礎として判断しなければならない。 

（市の責務） 

第５条 市は、基本原則に基づき、人権・平

和のまちづくりを推進するため、市政のあ

らゆる分野において必要な取組を推進する

ものとする。 

２ 市は、人権・平和のまちづくりの推進に

当たっては、市民、関係行政機関及び市内

で事業活動を営む事業者その他の団体（以

下「事業者等」という。）との連携を図る

ものとする。 

（市民の権利） 

第６条 全ての市民は、社会的孤立や排除か

ら援護され、地域社会の一員として、互い

に認め支え合うとともに、自分らしく生き

る権利を有する。 

（市民の責務） 

第７条 市民は、基本原則に基づき、人権・

平和のまちづくりの推進に関する市の施策

に協力するとともに、家庭、地域、学校、

職場等社会のあらゆる分野における不当な

差別を無くすよう努めるものとする。 

２ 市民は、地域社会の一員として、当事者

意識を持ち、協力や対話等を通じて、人

する施策に協力するよう努めるものとす

る。 

（推進体制の充実） 

第６条 市は、人権尊重のまちづくりを推進

するため、関係機関等との連携を図り、推

進体制の充実に努めるものとする。 

（教育及び啓発の充実） 

第７条 市は、市民及び事業者の人権尊重の

意識の高揚を図るため、関係機関等と連携

し、あらゆる機会をとらえて人権教育を推

進するとともに、人権啓発活動の充実に努

めるものとする。 

（相談体制等の充実） 

第８条 市は、あらゆる人権課題に的確に応

じるため、相談体制等の充実に努めるもの

とする。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行す

る。 
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（市民等との連携） 

第８条 市は，市民，団体又は関係機関等と

連携し，人権に関する施策を推進する。 

（相談及び救済） 

第９条 市は，市民一人ひとりが安心して気

軽に相談でき，適切な救済を受けられるよ

う，市民，団体又は関係機関等と連携し，

必要な措置を講ずる。 

（啓発等） 

第１０条 市は，市民が人権を身近なものと

捉えられるよう，人権の尊重に関する意識

を高めるための啓発，情報提供等を行う。 

２ 市は，第１条の目的の達成に向けて，市

民の人権の尊重に関する意識を高めるた

め，その好事例となる活動を広く周知する

ものとする。 

（子どもへの教育及び啓発） 

第１１条 市は，人権の尊重に関する教育及

び啓発を学校教育その他子どもが活動する

場等において推進する。 

（市の支援） 

第１２条 市は，人権を尊重しみんなが生き

やすいまちづくりに寄与する市民及び団体

の活動に対して，人的，財政的その他必要

な支援を行うものとする。 

権・平和のまちづくりの推進に寄与するよ

う努めるものとする。 

（事業者等の責務） 

第８条 事業者等は、基本原則に基づき、人

権・平和のまちづくりの推進に関する市の

施策に協力するとともに、事業活動を行う

に当たっては、不当な差別の解消に努める

ものとする。 

（基本方針） 

第９条 市長は、人権・平和のまちづくりの

総合的な推進を図るための基本となる方針

（以下「基本方針」という。）を策定する

ものとする。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定

めるものとする。 

（１） 人権・平和のまちづくりの推進に係

る基本理念 

（２） 人権と平和に関する意識向上のため

の教育及び啓発に関すること。 

（３） 人権救済及び相談支援の体制に関す

ること。 

（４） 人権と平和に関する分野ごとの施策

に関すること。 

（５） 国内外の平和交流に関すること。 
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（人権尊重推進会議の設置） 

第１３条 この条例による人権を尊重するま

ちづくりを推進するため，狛江市人権尊重

推進会議（以下「推進会議」という。）を

置く。 

２ 推進会議は，市長の諮問機関とし，次の

各号について所掌するものとする。 

（１） 人権施策の評価，意識調査，人権に

関する実態や課題の把握，重点啓発項目

の設定その他の条例を推進するために必

要な事項 

（２） 第９条に規定する相談に係る必要な

措置及び救済手法の検討 

（３） その他人権の尊重について必要な事

項 

３ 推進会議は，前項に規定する所掌事務を

遂行するため，必要に応じて関係機関等と

連携するものとする。 

４ 推進会議は，必要に応じて専門家，関係

者等に会議への出席を求め，意見を聴くこ

とができる。 

（組織等） 

第１４条 推進会議は，次の各号に掲げる区

分により市長が委嘱する委員９人以内をも

って組織する。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、人権・

平和のまちづくりを推進するために必要

な事項 

３ 市長は、基本方針の策定及び変更（軽微

な変更を除く。）に当たっては、あらかじ

め第１６条に規定する国立市人権・平和の

まちづくり審議会の意見を聴くとともに、

市民及び事業者等（以下「市民等」とい

う。）の意見を反映するために必要な措置

を講ずるものとする。 

４ 市長は、基本方針を策定し、又は変更し

たときは、速やかにこれを公表するものと

する。 

（推進計画） 

第１０条 市長は、人権・平和のまちづくり

を総合的に推進するための計画（以下「推

進計画」という。）を策定するものとす

る。 

２ 前条第３項及び第４項の規定は、推進計

画の策定及び変更について準用する。 

（実態調査の実施） 

第１１条 市は、人権・平和のまちづくりの

推進に関して、必要な実態調査を行い、市

の施策に反映させるものとする。 

（人権救済のための措置） 
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（１） 学識経験者 

（２） 有識者 

（３） 公募市民 

２ 委員の任期は，３年とする。ただし，補

欠の委員の任期は，前任者の残任期間とす

る。 

３ 委員は，連続して２期を超えない範囲で

再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第１５条 推進会議に，会長及び副会長各１

人を置き，委員の互選によってこれを定め

る。 

２ 会長は，会務を総理し，推進会議を代表

する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故が

あるときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第１６条 推進会議は，会長が招集する。 

２ 推進会議は，委員の過半数が出席しなけ

れば，会議を開くことができない。 

（庶務） 

第１７条 推進会議の庶務は，人権を所管す

る課が担当する。 

（委任） 

第１２条 市は、地域の実情に応じて、国等

の関係行政機関及び市民等と連携し、不当

な差別の解消を始めとする人権救済のため

に必要な措置を講ずるものとする。 

２ 前項の規定による措置に関し、必要な事

項については、第１６条に規定する国立市

人権・平和のまちづくり審議会において調

査及び審議を行う。 

（教育及び啓発活動） 

第１３条 市は、学校教育、社会教育その他

の生涯を通じたあらゆる教育の場におい

て、豊かな人権感覚の育成と平和意識の醸

成のために必要な取組を行うものとする。 

２ 市は、人権・平和のまちづくりの推進に

関して、国内外及び地域の実情に応じた啓

発活動に努めるものとする。 

（推進体制の充実） 

第１４条 市は、市民等との連携を一層強化

し、人権・平和のまちづくりの推進に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するため

の体制の充実に努めるものとする。 

（くにたち平和の日及びくにたち平和推進週

間） 

第１５条 くにたち平和の日は、６月２１日

とする。 
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第１８条 この条例に定めるもののほか必要

な事項は別に定める。 

付 則 

この条例は，令和２年７月１日から施行す

る。 

 

２ くにたち平和推進週間は、６月２１日か

ら６月２７日までとする。 

３ 市は、くにたち平和の日及びくにたち平

和推進週間において、人権・平和のまちづ

くりの推進を図るための事業を実施するも

のとする。 

（審議会の設置） 

第１６条 人権・平和のまちづくりを総合的

かつ計画的に推進するため、市長の附属機

関として、国立市人権・平和のまちづくり

審議会（以下「審議会」という。）を置

く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲

げる事項について調査及び審議を行い、そ

の結果を市長に答申する。 

（１） 基本方針及び推進計画に関するこ

と。 

（２） 不当な差別の解消を始めとする人権

救済のために必要な措置に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、人権・

平和のまちづくりの推進に関し市長が必

要と認める事項 

３ 委員会は、市長が委嘱する１０人以内の

委員をもって組織する。 
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４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げな

い。ただし、委員が欠けた場合における後

任の委員の任期は、前任者の在任期間とす

る。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組

織及び運営に関し必要な事項は、規則で定

める。 

（委任） 

第１７条 この条例に定めるもののほか、こ

の条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

付 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施

行する。 

 

 

 

 

 


